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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期

会計期間

自　平成18年
　　10月１日
至　平成19年
　　３月31日

―

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成18年
　　10月１日
至　平成19年
　　９月30日

自　平成19年
　　10月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高
(百万
円)

26,753 ― 32,546 57,985 31,915

経常利益
(百万
円)

1,724 ― 1,271 3,200 2,127

中間(当期)純利益
(百万
円)

1,026 ― 567 1,746 1,163

持分法を適用した場合
の投資利益

(百万
円)

― ― ― ― ―

資本金
(百万
円)

3,958 ― 3,958 3,958 3,958

発行済株式総数 (株) 10,951,415 ― 10,747,41510,951,41510,747,415

純資産額
(百万
円)

20,600 ― 22,215 21,316 21,910

総資産額
(百万
円)

31,872 ― 33,201 33,342 33,355

１株当たり純資産額 (円) 1,916.90 ― 2,067.041,983.522,038.82

１株当たり中間(当期)
純利益金額

(円) 95.48 ― 52.82 162.53 108.26

潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)
純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 50.00 25.00

自己資本比率 (％) 64.6 ― 66.9 63.9 65.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万
円)

1,048 ― △517 2,190 84

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万
円)

△1,144 ― △725 △1,035 △667

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万
円)

△537 ― 220 △548 △650

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万
円)

3,091 ― 2,075 4,331 3,097

従業員数
(外、平均臨時雇用者
数)

(名)
886
(771)

―
1,006
(1,061)

970
(804)

956
(1,014)

(注) １　当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推
移については記載しておりません。

２　当社は関連会社がありませんので、「持分法を適用した場合の投資利益」については記載しておりませ
ん。

３　当社は、潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。

４　売上高には、消費税等は含まれておりません。
５　従業員数は、就業人員数を記載しております。
６　当社は平成19年12月21日開催の第41回定時株主総会決議により、決算期を９月30日から３月31日に変更
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いたしました。従いまして、第57期については、平成19年10月１日から平成20年３月31日までの６ヶ月
となり、第57期中については、半期報告書を作成していないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当社は、セガミメディクス株式会社と共同して株式移転により、平成20年４月１日に完全親会社　株

式会社ココカラファイン ホールディングスを設立いたしました。

当中間会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び当社の親会社で

ある株式会社ココカラファイン ホールディングスで、その主な事業内容に重要な変更はありません。

なお、当中間会計期間における主要な関係会社の異動は、「企業の概況　３関係会社の状況」に記載

のとおりであります。

 

３ 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、以下の会社が新たに関係会社となりました。

名称 住所

資本金
又は出資
金

(百万円)

主要な事業の内容
議決権の所
有又は被所
有割合(％)

関係内容

（親会社)
株式会社ココカラ
ファイン　ホール
ディングス（注）

東京都
大田区

1,000

ドラッグストアチェーンの運営
等を行う子会社及びグループ会
社の経営計画・管理並びにそれ
に付随する業務

被所有
100.0

当社に対する経営管理
当社への商品の供給
当社の業務の委託・資金の貸付及び債
務保証
役員の兼務　５名

（注）有価証券報告書の提出会社であります。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 1,006　(1,061)

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。

 

(2) 労働組合の状況

当社は、労働組合はありませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間期におけるわが国の経済は、原油高・原材料のコスト高、サブプライムローン問題に端を発した世界的

な金融不安により、企業収益の悪化が見られ景気は後退局面となりました。経済環境の変調が想定される中、小売

業におきましても、ガソリンや食料品を中心とした値上げラッシュや、中国製食品への不信感、将来の不安等によ

り、消費マインドは低下しております。

当社の属するドラッグストア業界におきましては、オーバーストア現象（商圏下、需要より供給が過剰になる

ほど店舗数が増加する現象）等により、価格競争が激しさを増し、厳しい状況が続いております。Ｍ＆Ａや資本・

業務提携等の業界再編が加速される中、生き残りのため企業独自の差別化戦略が必要不可欠になってまいりまし

た。

このような状況下、当社は、セガミメディクス株式会社と平成20年４月１日に経営統合し、株式会社ココカラ

ファイン ホールディングス（以下「ココカラファインＨＤ」という）を設立して営業基盤の強化、確保に努め、

新たな業態として食の安心・安全とＨ＆ＢＣ（健康と美容）の専門特化を行った、オーガニック＆ドラッグ「マ

ザーズセイジョー」を立ち上げたほか、10店舗の新規出店を行ないました。また、「神楽坂」等３店舗の大改装を

実施いたしました。さらに外部環境の変化及び経営の効率化のために５店舗を閉鎖し、当期末の店舗数は276店舗

となりました。当社の主要顧客である「セイジョークラブカード」の当中間会計期間末会員数は現在194万名と

なっております。

この結果、当中間会計期間の売上高は325億46百万円となり、経常利益につきましても12億71百万円となりまし

た。中間純利益は5億67百万円となりました。

当社は医薬品、健康食品及び化粧品などの小売ならびに調剤薬局の経営を事業として行っており、事業部門な

どはありませんが品目別の売上高は以下のとおりであります。

① 医薬品

天候不順等の影響を受けて、ドリンク剤等が影響を被ったものの、スイッチＯＴＣなどの新規商品の取組を強

化した結果、売上高は92億44百万円(前年同期間比5.9％増)となりました。医薬品の内、調剤事業の売上高は24億

79百万円(前年同期間比20.3％増)と伸長いたしました。

② 健康食品

　　健康に対する自己防衛意識からセルフメディケーションのマーケットは依然拡大基調にあるものの、特定健康食

品などをはじめとする食品カテゴリーや医薬品保健剤への需要シフトなどが影響し、売上高は18億25百万円(前

年同期間比9.1％減)となりました。

③ 化粧品

日焼け止めや制汗剤などの夏物商品が天候不順の影響を被ったものの、高付加価値商品の導入や化粧品販売担

当者の積極的な育成を継続して行ってまいりました。この結果、売上高は95億49百万円(前年同期間比5.0％増)と

なりました。

④ 育児用品

　　当中間期においての新規出店が育児用品の扱いの大きい郊外大型店舗が中心であったことなどが寄与し、売上高
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は７億43百万円(前年同期間比7.0％増)となりました。
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⑤ 日用生活商品

当中間期は、原料高に起因する値上げなどの影響が一時的におきておりましたが、価格への転嫁は順次進めて

いくことが出来ました。また郊外型大型店舗を積極的に展開し、売り場面積が拡大しております。この結果、売上

高は61億18百万円(前年同期間比2.4％増)となりました。

⑥ その他 

郊外店舗や都心部の大型店舗の新規出店に伴う食品の扱い店舗が増加したこと等により、売上高は50億65百万

円(前年同期間比7.1％増)となりました。

 

なお、前事業年度は決算期変更により６ヶ月決算となったため中間財務諸表を作成しておりませんので、前

中間会計期間との比較は行っておりません。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当上半期における現金及び現金同等物は、10億22百万円減少し、20億75百万円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税引前中間純利益10億47百万円に減価償却費５億50百万円を加え、法人税等の支払額７億88百万

円、たな卸資産の増加額７億60百万円、仕入債務の減少額６億35百万円などを差し引いた結果、５億

17百万円の支出となりました。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

定期預金の払戻による収入５億13百万円に対して、有形固定資産の取得による支出７億15百万

円、建設協力金の支払いによる２億16百万円などにより、７億25百万円の支出となりました。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

短期借入金の返済による支出20億円、配当金の支払い２億69百円に対して、短期借入金の受入に

よる収入25億円などにより、２億20百万円の収入となりました。

 

 

なお、前事業年度は決算期変更により６ヶ月決算となったため中間財務諸表を作成しておりませ

んので、前中間会計期間との比較は行っておりません。
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２ 【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

商品仕入実績

 

品目

当中間会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

金額(百万円) 構成比(％)

医薬品 6,042 24.9

健康食品 1,378 5.7

化粧品 7,670 31.6

育児用品 685 2.8

雑貨類 4,936 20.4

その他 3,522 14.6

合計 24,236 100.0

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　その他の主な内容は、食品、医療用具、ＤＰＥ(写真の現像・焼き付け)、ペット用品等であります。

３　前事業年度は決算期変更に伴い６ヵ月決算となったため中間財務諸表は作成しておりませんので、前中

間会計期間との比較は行っておりません。

(2) 販売実績

①　地域別売上高

 

地域

当中間会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

金額(百万円) 構成比(％) 備考

東京都　　　　　　　 (151店舗) 18,292 56.2２店舗増　２店舗減

神奈川県　　　　　　　(44店舗) 5,178 15.9 

静岡県　　　　　　　　(27店舗) 3,295 10.1 

埼玉県　　　　　　　　(36店舗) 3,753 11.6２店舗減

千葉県　　　　　　　　 (7店舗) 628 1.9３店舗増

栃木県　             　(2店舗) 95 0.3１店舗増

山梨県　             　(3店舗) 302 0.9１店舗増　１店舗減

愛知県　               (1店舗) 96 0.3 

茨城県　             　(3店舗) 173 0.6２店舗増

長野県　             　(2店舗) 138 0.4１店舗増

本部（含む介護） 590 1.8 

合計               (276店舗)32,546 100.010店舗増　５店舗減

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　本部の売上には、フランチャイズ店への商品供給(卸売上高)が含まれております。

３　前事業年度は決算期変更に伴い６ヵ月決算となったため中間財務諸表は作成しておりませんので、前中

間会計期間との比較は行っておりません。
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②　品目別売上高

 

品目

当中間会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

金額(百万円) 構成比(％)

医薬品 9,244 28.4

健康食品 1,825 5.6

化粧品 9,549 29.3

育児用品 743 2.3

雑貨類 6,118 18.8

その他 5,065 15.6

合計 32,546 100.0

(注) １　その他の主な内容は、食品、医療用具、ＤＰＥ(写真の現像・焼き付け)、ペット用品、介護等であります。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　前事業年度は決算期変更に伴い６ヵ月決算となったため中間財務諸表は作成しておりませんので、前中

間会計期間との比較は行っておりません。

 

③　単位当たり売上高

 

項目
当中間会計期間

自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

売上高 32,546百万円

１㎡当たり売上高

売場面積(平均) 73,383.32㎡

１㎡当たり売上高 0百万円

１人当たり売上高

従業員数(平均) 1,744人

１人当たり売上高 18百万円

(注) １　売上高、売場面積及び従業員数は、直営店における数値を記載しております。

２　従業員数には、営業部門の従業員、嘱託社員及び臨時従業員(１人１日８時間換算)を含み、本社管理部門

社員及び出向社員は含んでおりません。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４　前事業年度は決算期変更に伴い６ヵ月決算となったため中間財務諸表は作成しておりませんので、前中

間会計期間との比較は行っておりません。

 

④　主要顧客別売上状況

該当事項はありません。
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３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 

４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において完成した主要な設備は、次のとおりであります。

 

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
(名)建物及び

構築物
器具備品 その他 合計

北茨城中郷店
（茨城県北茨城市）

店舗 29 11 12 53
2
[6]

真岡東光寺店
（栃木県真岡市）

店舗 22 10 21 54
2
[4]

甲府昭和店
（山梨県中巨摩郡
昭和町）

店舗 23 10 ― 33
2
[5]

篠崎店
（東京都江戸川区）

店舗 29 5 6 40
2
[2]

砧店
（東京都世田谷区）

店舗 19 8 ― 28
3
[3]

大蔵店
（東京都世田谷区）

店舗 27 2 ― 29
3
[4]

千歳船橋駅前店
（東京都世田谷区）

店舗 36 2 ― 38
3
[3]

軽井沢店
（長野県北佐久郡
軽井沢町）

店舗 23 11 ― 34
2
[4]

東金上宿店
（千葉県東金市）

店舗 24 12 ― 37
2
[5]

東金求名店
（千葉県東金市）

店舗 27 9 ― 36
2
[6]

石岡中央店
（茨城県石岡市）

店舗 23 13 18 55
3
[2]

(注) １　帳簿価額のその他には、差入保証金等を含めております。

２　従業員数欄の[　]は、臨時従業員の平均雇用人員を外書しております。

３　上記の金額には、消費税等を含めておりません。

　　　 ４　帳簿価額には、建設仮勘定の金額は含まれておりません。
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２ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備計画の完了

前事業年度末において実施中又は計画中であった設備の新設等のうち、当中間会計期間中に完成

したものは、「１　主要な設備の状況」に記載のとおりであります。

 

(2) 重要な設備の新設等

当中間会計期間において確定した設備計画の主なものは、次のとおりであります。

事業所名
（所在地）

設備の
内容

必要性
投資予定総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

今後の
所要額
(百万円)

着手
年月

完了予定
年月

増加予定
面積(㎡)

千葉中央店
(千葉県千葉市
中央区)

店舗
販売力の
強化

150 34 115平成20年11月平成20年12月 450.59

御嶽山店
(東京都大田区)

同上 同上 86 12 73平成20年11月平成20年12月 231.98

戸塚深谷店
(神奈川県横浜市
戸塚区)

同上 同上 115 ― 115平成20年10月平成20年12月 654.51

その他の新店舗
(12店舗）

同上 同上 826 ― 826平成20年10月平成21年3月 未定

改装店舗
(30店舗)

同上 同上 188 ― 188平成20年10月平成21年3月 未定

合計 1,365 47 1,317  
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,200,000

計 18,200,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年12月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,747,41510,747,415非上場 ―

計 10,747,41510,747,415― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年４月１日～
平成20年９月30日

― 10,747,415 ― 3,958 ― 4,315

 

(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現
在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社ココカラファイン 
ホールディングス

東京都大田区山王2-1-7 10,747 100.0

計 ― 10,747 100.0

　（注）当社は、セガミメディクス株式会社と共同して株式移転により、平成20年４月１日に完全親会社　株式会社

ココカラファイン ホールディングスを設立いたしました。このため、前事業年度末主要株主でなかった株

式会社ココカラファイン ホールディングスが、当中間期末では主要株主となっております。また、前事業
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年度末主要株主でありました齊藤正人が、当中間期末では主要株主ではなくなっております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式10,747,415107,474 ―

単元未満株式 普通株式 15
 
―

１単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 10,747,415― ―

総株主の議決権 ― 107,474 ―

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【株価の推移】

当社は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第58期中間会計期間(平成20年４月１

日から平成20年９月30日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人の中間監査を受けて

おります。

 

３　決算期変更について

平成19年12月21日開催の第41回定時株主総会における定款一部変更の決議により、決算期を９月30

日から３月31日に変更いたしました。

従いまして、前事業年度は平成19年10月１日から平成20年３月31日までの６ヶ月間となっており、

中間決算は行っていないため、前中間会計期間との対比は行っておりません。

 

４　中間連結財務諸表について

当社は、子会社はありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】
(1)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,098 3,621

売掛金 1,099 1,118

たな卸資産 9,268 8,508

その他 1,733 1,490

流動資産合計 14,200 14,740

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,142 4,029

土地 6,617 6,657

その他（純額） 697 701

有形固定資産合計 ※1
 11,457

※1
 11,390

無形固定資産 1,197 1,218

投資その他の資産

投資有価証券 319 329

保証金 4,511 4,321

その他 1,517 1,355

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 6,346 6,006

固定資産合計 19,001 18,615

資産合計 33,201 33,355

負債の部

流動負債

支払手形 11 1,253

買掛金 6,575 5,968

短期借入金 1,200 700

1年内償還予定の社債 120 120

未払法人税等 578 830

賞与引当金 280 200

役員賞与引当金 － 36

補助券引当金 － 186

ポイント引当金 232 －

その他 ※2
 1,075

※2
 1,291

流動負債合計 10,073 10,589

固定負債

社債 10 20

退職給付引当金 538 504

その他 364 329

固定負債合計 912 855

負債合計 10,986 11,445
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(単位：百万円)

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,958 3,958

資本剰余金

資本準備金 4,315 4,315

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 4,316 4,315

利益剰余金

利益準備金 227 227

その他利益剰余金

別途積立金 9,830 9,830

繰越利益剰余金 3,789 3,490

利益剰余金合計 13,846 13,547

自己株式 － △0

株主資本合計 22,120 21,820

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 94 89

評価・換算差額等合計 94 89

純資産合計 22,215 21,910

負債純資産合計 33,201 33,355
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②【中間損益計算書】
(単位：百万円)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年10月１日
　至 平成20年３月31日)

売上高 32,546 31,915

売上原価 23,132 22,035

売上総利益 9,413 9,880

販売費及び一般管理費 8,683 8,026

営業利益 730 1,854

営業外収益 ※1
 574

※1
 306

営業外費用 ※2
 33

※2
 32

経常利益 1,271 2,127

特別利益 ※3
 0

※3
 67

特別損失 ※4, ※5
 224

※4, ※5
 132

税引前中間純利益 1,047 2,063

法人税、住民税及び事業税 540 790

法人税等調整額 △60 109

法人税等合計 479 899

中間純利益 567 1,163
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③【中間株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成19年10月１日
　至 平成20年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,958 3,958

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 3,958 3,958

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 4,315 4,315

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 4,315 4,315

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当中間期変動額

株式移転に伴う親会社株式への転換 0 －

当中間期変動額合計 0 －

当中間期末残高 0 －

資本剰余金合計

前期末残高 4,315 4,315

当中間期変動額

株式移転に伴う親会社株式への転換 0 －

当中間期変動額合計 0 －

当中間期末残高 4,316 4,315
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(単位：百万円)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成19年10月１日
　至 平成20年３月31日)

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 227 227

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 227 227

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 9,830 9,830

当中間期変動額

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 9,830 9,830

繰越利益剰余金

前期末残高 3,490 3,110

当中間期変動額

剰余金の配当 △268 △537

中間純利益 567 1,163

自己株式の消却 － △245

当中間期変動額合計 299 380

当中間期末残高 3,789 3,490

利益剰余金合計

前期末残高 13,547 13,167

当中間期変動額

剰余金の配当 △268 △537

中間純利益 567 1,163

自己株式の消却 － △245

当中間期変動額合計 299 380

当中間期末残高 13,846 13,547

自己株式

前期末残高 △0 △246

当中間期変動額

自己株式の取得 － 0

自己株式の消却 － 245

株式移転に伴う親会社株式への転換 0 －

当中間期変動額合計 0 245

当中間期末残高 － △0

EDINET提出書類

株式会社セイジョ－(E03239)

半期報告書

22/46



(単位：百万円)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の要約
株主資本等変動計算書
(自 平成19年10月１日
　至 平成20年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 21,820 21,195

当中間期変動額

剰余金の配当 △268 △537

中間純利益 567 1,163

自己株式の取得 － 0

自己株式の消却 － －

株式移転に伴う親会社株式への転換 1 －

当中間期変動額合計 300 626

当中間期末残高 22,120 21,820

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 89 121

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

4 △32

当中間期変動額合計 4 △32

当中間期末残高 94 89

評価・換算差額等合計

前期末残高 89 121

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額
（純額）

4 △32

当中間期変動額合計 4 △32

当中間期末残高 94 89

純資産合計

前期末残高 21,910 21,316

当中間期変動額

剰余金の配当 △268 △537

中間純利益 567 1,163

自己株式の取得 － 0

株式移転に伴う親会社株式への転換 1 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

4 △32

当中間期変動額合計 304 594

当中間期末残高 22,215 21,910
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書

(自 平成19年10月１日
　至 平成20年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 1,047 2,063

減価償却費 550 497

賃借料 44 －

受取賃貸料 △181 △168

固定資産受贈益 △65 △47

統合関連費用 － 61

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △9

補助券引当金の増加額 － 19

ポイント引当金の増減額（△は減少） 45 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 80 △60

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34 3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △351

長期未払金の増減額（△は減少） － 68

受取利息及び受取配当金 △15 △15

雑収入 △13 －

支払利息及び社債利息 9 －

固定資産売却損益（△は益） － △2

移転補償金 － △65

固定資産除却損 42 52

減損損失 82 12

売上債権の増減額（△は増加） 19 △263

たな卸資産の増減額（△は増加） △760 △780

仕入債務の増減額（△は減少） △635 △214

未払消費税等の増減額（△は減少） △20 △105

その他の資産の増減額（△は増加） △150 173

その他の負債の増減額（△は減少） △10 △168

その他の損益（△は益） 15 －

役員賞与の支払額 △36 －

小計 81 691

利息及び配当金の受取額 9 15

支払利息及び社債利息の支払額 △8 0

賃貸料の受取額 187 129

移転補償金の受取額 － 65

統合関連費用の支払額 － △61

法人税等の支払額 △788 △756

営業活動によるキャッシュ・フロー △517 84
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(単位：百万円)

当中間会計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書

(自 平成19年10月１日
　至 平成20年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △13 △510

定期預金の払戻による収入 513 510

短期貸付けによる支出 △80 △20

有形固定資産の取得による支出 △715 △439

有形固定資産の売却による収入 － 41

無形固定資産の取得による支出 △28 △28

長期前払費用の取得による支出 △46 △166

保証金の差入による支出 △158 △25

保証金の返還による収入 18 79

長期貸付金（建設協力金）の貸付けによる支出 △216 △213

長期貸付金（建設協力金）の回収による収入 2 92

その他 0 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △725 △667

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △2,000 △100

短期借入れによる収入 2,500 0

社債の償還による支出 △10 △10

自己株式の取得による支出 － 0

配当金の支払額 △269 △539

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 220 △650

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,022 △1,233

現金及び現金同等物の期首残高 3,097 4,331

現金及び現金同等物の中間期末残高 2,075 3,097
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

 

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

１　資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)

１　資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法

　　　時価のないもの

同左

　(2) たな卸資産

　　①　商品

　　　　売価還元法による原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）によっております。

　　　　ただし、調剤薬品については総平均法による原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に

よっております。

　(2) たな卸資産

　　①　商品

　　　　売価還元法による原価法

　　　　ただし、調剤薬品については総平均法による原価

法

 

　　②　貯蔵品

　　　　最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）によっております。

 

　（会計処理の変更）

　　　当中間会計期間から平成18年７月５日公表の「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　企業会計基準第９号）を適用してお

ります。

　　　　この結果、従来の方法によった場合に比較して、損

益に与える影響は軽微であります。　

 

　　②　貯蔵品

　　　　最終仕入原価法

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

　　　定率法によっております。

　　　ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物

附属設備を除く)については、定額法によっており

ます。

　　　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

同左

 (追加情報)

　法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

　なお、この変更に伴う当事業年度の損益に与える影響

は軽微であります。
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当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

(2) 無形固定資産

　　　定額法によっております。

　　　なお、耐用年数については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

　　　ただし、のれんについてはのれんの影響が及ぶ期間

を考慮し、取得より５年間または10年間の均等償

却処理を行っております。また、自社利用のソフト

ウエアについては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法によっております。

(2) 無形固定資産

　　　　　　　　　　　同左

　(3) 長期前払費用

　　　定額法によっております。

　　　なお、償却期間については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

　(4) リース資産

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして

算定する方法によっております。

 

　（会計方針の変更）

　　　当中間会計期間から平成19年３月30日改正の

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　企業会計基準第13号）及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会　企業会計基準適用指針第16号）を適用して

おります。

　　　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業

利益、経常利益、税引前中間純利益に与える影響は

軽微であります。

　　

 

　(3) 長期前払費用

同左

 

 

(4)                 ―――
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当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

　　　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上する方法によっております。

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

同左

　(2) 賞与引当金

　　　従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、

将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額

を計上しております。

　(2) 賞与引当金

　　　従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、

将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上して

おります。

　(3) 退職給付引当金

　　　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認められる額を計上して

おります。

　　　数理計算上の差異については、各期の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(３年)による按分額をそれぞれ発生年度より費用

処理しております。

　(3) 退職給付引当金

　　　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

職給付債務の見込額に基づき、当期末において発

生していると認められる額を計上しております。

　　　数理計算上の差異については、各期の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(３年)による按分額をそれぞれ発生年度より費用

処理しております。

　(4) 　　　　　　　　　　　―――

 

 

　(4) 役員退職慰労引当金

―――

 (追加情報)

　役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく要

支給額を計上しておりましたが、平成19年12月21日開

催の定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止

を決議し、これに伴い役員退職慰労金に係る内規を廃

止いたしました。上記決議に基づき、当事業年度におい

て役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給額

の未払分113百万円について未払金45百万円、長期未払

金に68百万円含めて表示しております。

　(5) 役員賞与引当金

　　　役員に対して支給する賞与の支払に備えるため、支

給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており

ます。

　　　なお、当中間会計期間は役員への支給額を合理的に

見積もることが困難であるため引当金を計上して

おりません。

　(6) ポイント引当金

　　　ポイントカードの利用による売上値引きに備える

ため、使用実績率に基づき翌期以降に利用される

と見込まれる額を見積もり計上しております。

　(5) 役員賞与引当金

　　　役員に対して支給する賞与の支払に備えるため、当

事業年度における支給見込額に基づき計上してお

ります。

 

 

 

(6) 補助券引当金

　　　商品の販売に伴い、顧客に付与したポイント及びポ

イントにより交付したお買物補助券の利用に備え

るため、当期末において将来利用すると見込まれ

る額に原価率を乗じた金額を計上しております。
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当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

　（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、商品の販売に伴い顧客に付

与したポイント及びポイントにより交付したお買

物補助券の利用に備えるため、期末において将来

利用すると見込まれる額に原価率を乗じた金額を

計上する方法から、ポイントカードの利用による

売上値引きに備えるため、使用実績率に基づき翌

期以降に利用されると見込まれる額を見積もり計

上する方法に変更しております。

　また、名称についても補助券引当金からポイント

引当金に変更しております。

　この変更は、完全親会社である株式会社ココカラ

ファイン ホールディングスの設立に伴い、会計処

理を統一するためであります。

　この結果、従来の方法によった場合と比較して、

売上高が12百万円増加し、売上総利益が215百万円

減少し、営業利益及び経常利益が12百万円増加し、

税引前中間純利益が51百万円減少しております。

 

４　　　　　　―――

 

４　リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理方法に

よっております。

５　中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

　　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内

に償還期限の到来する短期投資であります。

６　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

　(1) 消費税等の会計処理

　　　税抜方式によっております。

５　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　　　　　　　　同左

 

 

 

 

６　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事

項

 

　(1) 消費税等の会計処理

　　　　　　　　　　　同左
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

 

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

１　配送委託料

　　当中間会計期間より配送委託料の処理を販売費及び

一般管理費に計上する方法から、売上原価に計上す

る方法に変更しております。

　　この変更は、完全親会社である株式会社ココカラ　

ファイン ホールディングスの設立に伴い、会計処理

を統一するためであります。

　　この結果、従来の方法によった場合と比較して、売上

総利益は、73百万円減少しておりますが、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益に与える影響はあり

ません。

２  受入配送委託料

当中間会計期間より受入配送委託料の処理を販売

費及び一般管理費の控除項目として計上する方法か

ら、売上原価の控除項目として計上する方法に変更

しております。

　　この変更は、完全親会社である株式会社ココカラ　

ファイン ホールディングスの設立に伴い、会計処理

を統一するためであります。

　　この結果、従来の方法によった場合と比較して、売上

総利益は、93百万円増加しておりますが、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益に与える影響はあり

ません

３　受入電算手数料

当中間会計期間より受入電算手数料の処理を販売

費及び一般管理費の控除項目として計上する方法か

ら、営業外収益に計上する方法に変更しております。

この変更は、完全親会社である株式会社ココカラ　

ファイン ホールディングスの設立に伴い、会計処理

を統一するためであります。

　　この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業

利益で135百万円減少しておりますが、経常利益、税

引前中間純利益に与える影響はありません。

４　一括償却資産

　　当中間会計期間より税務上の一括償却資産の処理を

固定資産として計上し減価償却として費用処理する

方法から、発生時に費用処理する方法に変更してお

ります。

この変更は、完全親会社である株式会社ココカラ　

ファイン ホールディングスの設立に伴い、会計処理

を統一するためであります。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、営

業利益、経常利益、税引前中間純利益で19百万円減少

しております。

 

　　　　　　　　―――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　  ―――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ―――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　―――
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【注記事項】

(中間貸借対照表関係)

 

当中間会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,638百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,259百万円

  

※２　消費税等の取扱

　　　仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ流動負

債のその他に63百万円含めて表示しております。

 

３  偶発債務

債務保証

次の関係会社について、仕入債務の支払に係

る一括信託サービスに対し、セガミメディクス

株式会社と連帯して債務保証を行っておりま

す。

保証先
金額
(百万円)

内容

株式会社ココカ
ラファイン ホー
ルディングス

1,666
仕入債務の支払に係る一括
信託サービス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２　　　　　　　　　───

 

 

 

３　　　　　　　　　　───
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(中間損益計算書関係)

 

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 11百万円

受取賃貸料 181百万円

固定資産受贈益 65百万円

受入電算手数料 135百万円

仕入割引 98百万円

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 12百万円

受取賃貸料 168百万円

固定資産受贈益 47百万円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 7百万円

盗難損失 4百万円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 5百万円

盗難損失 6百万円

※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益 0百万円

※３　特別利益の主要項目

移転補償金 65百万円

※４　特別損失の主要項目

過年度ポイント引当金繰入額 63百万円

減損損失 82百万円

※４　特別損失の主要項目

統合関連費用 61百万円

※５　減損損失

　　　当中間会計期間において、当社は以下の資産グルー

プについて、減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
減損額
(百万円)

東京都3件 店舗 建物、土地他 47

神奈川県2
件

店舗 建物、その他 15

静岡県1件 店舗 建物、その他 19

※５　減損損失

　　　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて、減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
減損額
(百万円)

埼玉県
１件

店舗 建物、その他 12

　    当社は、キャッシュフローを生み出す最小単位と

して店舗を基本単位とし、遊休資産については物

件単位ごとにグルーピングしております。

　　　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい

資産グループについては、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額82百万円を減損損失と

して特別損失に計上いたしました。

　　　その内訳は次のとおりであります。

建物 25百万円

土地 40

その他 16

　計 82

　　　なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却

価額と使用価額のうち、いずれか高い方の金額で

測定しております。重要性の高い資産グループの

不動産についての正味売却価額は、売却約定価額

もしくは路線価に基づく評価額及び固定資産税評

価額を基準とし、使用価値は将来キャッシュフ

ローを5.0％で割り引いて算出しております。

　　　当社は、キャッシュフローを生み出す最小単位とし

て店舗を基本単位とし、遊休資産については物件

単位ごとにグルーピングしております。

　　　営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい

資産グループについては、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額12百万円を減損損失と

して特別損失に計上いたしました。

　　　その内訳は次のとおりであります。

建物 7百万円

その他 5

　計 12

　　　なお、資産グループごとの回収可能価額は正味売却

価額と使用価額のうち、いずれか高い方の金額で

測定しております。重要性の高い資産グループの

不動産についての正味売却価額は、売却約定価額

もしくは路線価に基づく評価額及び固定資産税評

価額を基準とし、使用価値は将来キャッシュフ

ローを20.5％で割り引いて算出しております。

　６　減価償却実施額

有形固定資産 431百万円

無形固定資産 80百万円

　６　減価償却実施額

有形固定資産 387百万円

無形固定資産 78百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末
株式数(株)

発行済株式     

　普通株式 10,747,415 ― ― 10,747,415

合計 10,747,415 ― ― 10,747,415

自己株式     

　普通株式　(注) 747 ― 747 ―

合計 747 ― 747 ―

(注)　自己株式(普通株式)の減少額は、平成20年４月1日に株式会社ココカラファイン ホールディングス設立に

伴い、親会社株式を割り当てられたことによるものであります。

 

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項ありません。

 

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 268 25平成20年３月31日平成20年６月30日

 

　(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間後となるもの

　該当事項はありません。
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前事業年度(自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する情報

 
前事業年度末
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

発行済株式     

　普通株式 10,951,415 ― 204,000 10,747,415

合計 10,951,415 ― 204,000 10,747,415

自己株式     

　普通株式　(注) 204,452 295 204,000 747

合計 204,452 295 204,000 747

(注)　自己株式(普通株式)の増加株数295株は、株主からの単元未満株式買取請求に基づく取得分であります。

発行済株式(普通株式)及び自己株式(普通株式)の減少株数204,000株は、平成20年３月11日開催の取締役

会決議に基づく消却であります。

 

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年12月21日
定時株主総会

普通株式 537 50平成19年９月30日平成19年12月25日

 

　(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27
日
定時株主総会

普通株式 268利益剰余金 25平成20年３月31日平成20年６月30日
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,098百万円

預入期間が３か月を
超える定期預金

△23百万円

現金及び現金同等物 2,075百万円

  
　

　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,621百万円

預入期間が３か月を
超える定期預金

△523百万円

現金及び現金同等物 3,097百万円
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(リース取引関係)

 

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

ファイナンス・リース取引

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引（通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっているも

の）

　（借主側）

　①　リース資産の内容

　無形固定資産

　　ソフトウェア

　②　リース資産の減価償却の方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと

して算定する方法によっております。

 

(2)リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引（通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっているも

の）

(借主側)

ファイナンス・リース取引

(1)　　　　　　───

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引(借主側)

　① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相

当額

　①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高相当額
(百万円)

有形固定
資産
その他

115 44 71

無形固定
資産

142 54 87

合計 258 99 159

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定
資産
その他

563 475 88

無形固定
資産

504 376 127

合計 1,068 852 216

　 　(注)　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しております。

　② 未経過リース料中間期末残高相当額等

　　　未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 47百万円

１年超 125百万円

　合計 173百万円

　② 未経過リース料期末残高相当額等

　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 123百万円

１年超 92百万円

　合計 216百万円

　(注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

　③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、減損損失及び支払利息相当額

支払リース料 109百万円

減価償却費相当額 104百万円

支払利息相当額 2百万円

  

　③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 108百万円

減価償却費相当額 108百万円
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当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

　　減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

　　利息相当額の算定方法

　　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

　　　当中間会計期間より、完全親会社である株式会社コ

コカラファイン ホールディングスの設立に伴い、

会計処理の統一をするために、支払利子込み法か

ら利息法に変更しております。

　　　この変更による影響額は軽微であります。

④ 減価償却費相当額の算定方法

　　減価償却費相当額の算定方法

　　　　　同左

 

　　　　―――

 

　　 (減損損失について)

　　　リース資産に配分された減損損失はありません。

　　 (減損損失について)

同左
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(有価証券関係)

(当中間会計期間末)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 

 

当中間会計期間
(平成20年９月30日)

取得原価(百万円)
中間貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

株式
 
その他

158
 
14

301
 
13

142

△1

合計 173 314 141

 

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 

 

当中間会計期間
(平成20年９月30日)

中間貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券  

　　　非上場株式 4

合計 4
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(前事業年度末)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 

 

前事業年度
(平成20年３月31日)

取得原価(百万円)
貸借対照表計上額
(百万円)

差額(百万円)

株式
 
その他

158
 
15

311
 
14

152
 
△0

合計 173 325 151

 

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

 

 

前事業年度
(平成20年３月31日)

貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券  

　　　非上場株式 4

合計 4

 

(デリバティブ取引関係)

当中間会計期間

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。
 

前事業年度

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。
 

(ストック・オプション等関係)

　　　当中間会計期間

当社は、ストック・オプション取引等を全く行っておりませんので該当事項はありません。
 

　　　前事業年度

　　　　当社は、ストック・オプション取引等を全く行っておりませんので該当事項はありません。
 

(持分法損益等)

　　　 当中間会計期間

　　　　該当事項はありません。
 

　　　前事業年度

　　　　該当事項はありません。
 
(企業結合等関係)
 

　　　 当中間会計期間

　　　　該当事項はありません。
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　　　前事業年度

　　　　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社セイジョ－(E03239)

半期報告書

40/46



(１株当たり情報)

 

項目
当中間会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 2,067円04銭 2,038円82銭

１株当たり中間(当期)純利益金額 52円82銭 108円26銭

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。

同左

(注)　１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
当中間会計期間

(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 567 1,163

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益
(百万円)

567 1,163

普通株式の期中平均株式数(百万株) 10 10

 

EDINET提出書類

株式会社セイジョ－(E03239)

半期報告書

41/46



(重要な後発事象)

 

当中間会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前事業年度
(自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日)

――― (セガミメディクス株式会社との共同会社設立による

経営統合について)

　平成19年12月21日開催の定時株主総会において、当社

及びセガミメディクス株式会社が、共同して株式移転

により完全親会社「ココカラファイン ホールディン

グス」を設立することが承認可決され、平成20年４月

１日付で同社が設立されました。これに伴い、当社は同

日付で同社の完全子会社となりました。なお、完全親会

社「ココカラファイン ホールディングス」の概要は

以下のとおりであります。

　

名称
株式会社ココカラファイン 
ホールディングス

住所 東京都大田区山王二丁目１番７号

代表者
の氏名

代表取締役会長　瀬上　修
代表取締役社長　塚本　厚志

資本金 1,000百万円

事業内容
ドラッグストアチェーンの運営等を行う
子会社及びグループ会社の経営計画・管
理並びにそれに付随する業務

株式移転
を行った
主な理由

両社の持つ経営資源、ノウハウの有効活用
により企業価値を向上させる経営統合を
行うため

株式
移転日

平成20年４月１日

　

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

有価証券報告書及びその添付書類

事業年度(第57期)(自　平成19年10月１日　至　平成20年３月31日)平成20年６月27日関東財務局長

に提出。

 

臨時報告書

平成20年４月１日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３

号及び第４号の規定（親会社及び主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

平成20年12月15日

株式会社セイジョー

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　田　　口　　茂　　雄　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　中　　村　　雅　　一　　印

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
況」に掲げられている株式会社セイジョーの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第58期事
業年度の中間会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書につ
いて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場
から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監
査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、
中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、株式会社セイジョーの平成20年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了
する中間会計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
追記情報
１．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、会社は当中間会計期
間より、商品の販売に伴い顧客に付与したポイント及びポイントにより交付したお買物補助券の利
用に備えるため、期末において将来利用すると見込まれる額に原価率を乗じた金額を補助券引当金
として計上する方法から、ポイントカードの利用による売上値引きに備えるため、使用実績率に基
づき翌期以降に利用されると見込まれる額をポイント引当金として見積もり計上する方法に変更
している。
２．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間
会計期間より配送委託料の処理を販売費及び一般管理費に計上する方法から、売上原価に計上する
方法に変更している。
３．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会
計期間より受入配送委託料の処理を販売費及び一般管理費の控除項目として計上する方法から、売
上原価の控除項目として計上する方法に変更している。
４．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会
計期間より受入電算手数料の処理を販売費及び一般管理費の控除項目として計上する方法から、営
業外収益に計上する方法に変更している。
５．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会
計期間より税務上の一括償却資産の処理を固定資産として計上し、減価償却として費用処理する方
法から、発生時に費用処理する方法に変更している。
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以　上
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※１　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。

２　中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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